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〔 公 印 省 略 〕 

 
「契約の保証及び前払金保証の電子化等による公共工事の入札 

及び契約のＩＴ化の推進について」の一部改正について 
 
 平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、標記につきましては、令和４年６月２０日付全建事発第 033号及び令和５年１０月

２日付全建事発第 072号にて、国土交通省直轄工事及び建設コンサルタント業務等において、

契約の保証に際し保険会社から発行される保険証券等について、電子証書等閲覧サービス導

入までの暫定的な措置としての電子メールによる取扱いが、「令和７年６月３０日」まで認

められる旨、お知らせしておりました。 

この度、国土交通省における暫定的な措置としての電子メールによる取扱いを「令和７年

６月３０日」までから「令和８年４月３０日」までに変更する旨の通知がありました。 

また、本変更について適切に対応するよう国土交通省から各公共発注者に対して通知され

ておりますので、併せてお知らせします。 

 つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、本件について、貴会会員企業

の皆さまに対して周知賜りますようお願い申し上げます。 
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